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聖公会一 ローマ ・カ トリック教会

第2次 国際 委 員会 （ARCIIC一 皿）共 同議 長 の声 明

われ われ は ここに、 国際 委 員会 の 「ユ ー カ リス トと奉 仕職 に関す る

合意 文 書」’の特 定 の問題 点 の明示 と、 これへの 回答 と して、教 皇庁 キ

リス ト教一 致推 進評 議会 議長 キ ャ シデ ィ枢機 卿 か ら受 け取 った書簡 を

公表 す る。 これ らは国際委 員会 の成 果 とそ の受容 とい う面 で 、極 めて

重 要 な意 義 を もつ もので あ る こ とを示 して い る。 したが って 、 その背

景 をい ま一度考 えて もらうよ うに、2，3の 言葉 を添 え る。

1981年9月 、英 国 の ウ ィ ンザ ーで の第1次 国 際 委 員会 最終 会 合 で 、

当委 員会 の第1期 の作 業 は一 つ の結論 を出す と ころ まで来 た。 これ を

示 すの が 、1982年 に発表 され た第1次 委 員会 の諸合 意 文書 と説 明のす

べ て を含 む 『最終 報 告』 で あ る。 この委員会 の とった方 法 は最初 か ら、

1966年 の カ ンタベ リー大 主教 マ イケル ・ラムゼ イ とローマ教 皇 パ ウ ロ

6世 の共 同声 明 に よって定 め られ た もの で あっ た。 同声 明 は 「真剣 な

対話 」 につ い て語 り、それ が 「福音書 と古代 の共通 の諸 伝統 に基づ き、

キ リス トの祈 られ た真理 にお け る一 致へ と導 くことを希 望」 して い る。

この方 法 は国際 委 員会 の理 解 で は、 「過 去 の論 争 でで きあが っ た対 立

し孤 立 した姿 勢 の背後 に ある もの に さかの ぼ るよ うに努 力」 し、そ し

て 「過去 の論 争 で使 われ た用語 を故 意 に避 けた が、 それ はそれ らの論

争 を引 き起 こ した真 の問題 を回避 しよ うとい う意 図 か らで は な く、 そ

の よ うな用語 の もつ感情 的 な連想 が しば しば真 理 を く らま して きた と

い う理 由 か ら」 で あった （教会 にお け る権 威 工・25）。教皇 ヨハ ネ ・パ

ウ ロ2世 は1980年 、 カ ステル ガ ン ドル フ ォで 国際委 員会 の委 員 た ちを

謁 見 した とき、国際委 員会 の方法 は 「敵 意 と論 争 が生 み育 て た思考 習

慣 と表現 の背 後 にあ る もの に さかの ぼ り、その上 に、 もはや争 い を誇

りと しない時代 の洞察 か ら来 る、伝 統 的で しか も表 現 力 に富 む言 葉 の

衣 を着せ る こと」 で あ った と述 べ た。

この方法 に忠 実 に従 い、共 同の祈 りの うちに、長 い、忍耐 強 い、愛

に欠 け るこ との ない対 話 が続 け られ 、これ を通 して国際 委員会 は、 「ユ

ー カ リス トの教理 につ いて
、実 質 的 な合 意 に達 し」 （ユ ーカ リス トの教
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理12） 、 また同様 に、叙 任 に よ る奉仕 職 につ いて 「教理 上 の相違 が あ

って は な らない と考 え られ る」領域 で の同意 が得 られ た （奉仕職 と聖

職 叙任17） と主 張 した 。国 際委 員会 に とって実 質 的合意 とは、 「神 学

上 な らび に実践 上 の相 違 が、 … … 信 仰 の基 本的 な こ とが らに関す る

真 の共通理 解 と共 存 し得 る」 （ユ ー カ リス トの教理 解 明9） ことを意味

してい る。

国際委 員会 は、権威 につ い ての その合 意 が上記 の もの とまった く同

じ レベル に あ る と主張 した こ とは決 して なか った。 こ こで の主 張 は、

意義 は深 いが、 もっ と限定 され た もので あ り ： 「「教 会 に おけ る権威 、

こ とに首 位権 の基 礎 的諸原則 に関す る』合 意 が大 幅 な もの」 （『最終 報

告 』 の前 書 き） に達 した とい う もの で あ った。教皇 の首 位権 と不 可謬

性 にか かわ る特殊 な諸 問題 を慎重 に検 討 した後 、 国際委 員会 は、 それ

以 前 の諸合 意 を考慮 に入 れ て 、 「わ れわ れ の教 会 間 の新 しい関係 を樹

立 す る こ とを求 め る」 と思 え る 「接近 」 （『最終報 告 』 の結 び） が あっ

た と した。双方 の教 会 は当委 員会 に対 して、権威 に関 す る重要 不 可欠

の諸課題 に引 き続 き取 り組 む よ うに求 め た。

最初 か ら当委 員会 は、 その合 意 が、 「それ ぞれ の教 会 が時 間 をか け

て評 価 した上 で なけれ ば」（ユ ーカ リス トの教理 共 同議長 によ る序 文）、

公 式 に承認 され得 な い こ とを認 めて いた。 したが って 、国際委 員会 の

諸 合意 は、 あ る過程 が終 了 した ことを意 味 す る もの で はな い。対話 は

む しろ、 問題 を進 んで提起 す るだ けで は な く、提起 を受 け入れ る姿勢

を含 むの で あ る。事 実 、公式評 価 の ため に諸合 意 を報 告 した ことに よ

って 、和 解 を求 め る歩み は さ らに決 定 的 な段 階 に足 を踏 み入れ る こと

にな った 。 その 間 に両 教 会の適 切 な権 威筋 が、 それ ぞれ の信 仰 と実践

に照 ら して、 当委 員 会の諸合 意 が適切 か ど うか を検 討 す るこ とが求 め

られ たの で ある。

聖 公会 側 で は、1988年 の ラ ンベ ス会議 が この過程 の決 定 的 な一歩 を

踏 み 出 した。会 議 に先立 って聖公 会 の 中央 協議 会 は、 その諸 管 区のす

べ て に対 して 、 ユ ー カ リス トと奉 仕 職 と聖 職 叙 任 につ い て の 同意 が

「聖 公会 の信 仰 と実質 的 に合 致 す る」 か ど うか を尋 ね た。諸 管 区 に尋

ね 、 こう して 中央 協議会 は、 ランベ ス会議 の主教 た ちが 「判 断 を下 し、

同意 を表 明 で き るよ うに」（ACCNewcastle1981） 、公式手続 きを開始 し
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た ので あ った。諸 管 区の 回答 は ラ ンベ ス会議 の準 備の た めに公式 に集

計 され 、要約 され、発 表 され た 。諸管 区 が こ う した合意 に 「明瞭 に賛

成 」 した こと を知 った上 で 、 ラ ンベ ス会 議 は、 「ユ ー カ リス トの教理 、

奉仕 職 と聖職 叙任 お よび それ らの解 明 につ いて の第1次 国際 委 員会 の

合意 声 明 を、実質 的 に聖公 会 の信仰 と相 容 れ る もの と して」認 め る こ

ととな った （決議8お よび 説 明の ための注）。

カ トリ ック教 会 は、広 く意 見 を求 め真剣 に検 討 した後 、1991年 に

『最 終報 告 』へ の回答 を作 成 した。 回答 は国際委 員会 の作業 を、 「カ ト

リック教 会 と聖公 会 の間 の関係 だ けでは な く、 エ キュ メニズ ム運動 全

体 に と って も、意 義 の あ る道 標 」 と して極 め て 積極 的 に受 け止 め 、

「この 委 員 会 が 作業 を始 め る まで は想 像 もで きなか っ たほ どの接 近 、

それ ど ころか合 意 」 に達 した こ と を認 め た。 それ と同 時 に、 「実質 的

な合 意」 が主 張 され るユ ー カ リス トと奉 仕職 と聖職 叙任 につ い ての作

業 に関 して 、 「カ トリ ックの観 点 か らは さ らに明示 され る必要 が あ る」

具体的な諸点を挙げたのである。
この要望 に対 す る国際 委 員会 の 回答 は 、 『ユ ー カ リス トと奉 仕職 に

関 す る合 意 文 書 の特 定 の 問題 点 の 明示 』 に含 まれ て い る。 こ う した

『明示 』 は、 もち ろん 以前 の 同 意 を前 提 に読 ま な けれ ばな らな い し、

さ もない と取 り扱 わ れ た問題 との釣 り合 いが取 れ て いな い と思 えるで

あ ろ う。 『明示 』 は、 それ を求 め た （ローマ ・カ トリ ックの）権 威 筋

の検 討 に ゆだね られ た。本 文 を ここに再掲 し、 これ にキ ャシデ ィ枢機

卿 か らわれ われ 国際委 員会 共 同議長 に対 して書 簡 で伝 え られ た評価 を

添 えた。 国際 委 員 会 の明示 は、枢機 卿 が述 べて い るよ うに、 「ま さに

問題 に新 しい光 を投 じ、第1次 国際 委員 会 がユ ー カ リス トと奉 仕職 に

つ いて到 達 した合 意 が、 こ う して大 いに強化 され 、現 時 点で は これ 以

上 の研 究 を必 要 と しない と思 われ る」 と判 断 され てい るこ とが 明 らか

にな るで あろ う。 これ らの 明示 と枢機 卿 の書簡 は、ユ ー カ リス トにつ

いて の 国際委 員会 の合意 の受容 と奉仕 職 の理 解 の面 で 、極 めて重要 な

要 素 とな って い る。 しか しよ く知 られて い るよ うに、 ローマ ・カ トリ

ック教 会 と聖 公会 の 間 には、女性 の司祭職 への叙 任 につ いて見 過 ごす

こ とので きない不 一致 が残 って い る。

わ れわれ の希望 は、 この受容 へ の前進 の一歩 が両教 会 を助 けて、 国
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際 委 員会 が表 明 し、 い ま明示 した事 柄 が 、 われ わ れ それ ぞ れ の信 仰

と実践 につ い て の合 意 を ま さに表 現 して い る と認 め る に至 る こ とで

あ る。 まだ討 議 しな けれ ば な らな い ことが た く さん残 って はい るが 、

ユ ー カ リス トの教 理 、奉仕 職 お よび叙 任 とい う重 大 な 問題 につ いて

到 達 した合 意 は 、 よ り完 全 な交 わ りを 目指 して われ われ が成 長 して

い く重 要 な段 階 を形 作 って い る。 わ れ わ れ は、今 や一 層 決 定 的 な も

の とな っ た この 合 意 が 、わ れ わ れ二 教 会 が求 め てや まな い完 全 な 目

に見 え る一 致 へ の 道 に横 たわ る他 の 諸 困難iを克 服 す る励 ま しとな る

こ とを希望 し祈 って い る。

十 マ ー ク サ ン タ ー

十 コル マ ック マ ー フ ィ ー 一 オ コ ンナ ー

（第2次 国 際 委 員 会 共 同議 長 ）
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第1次 国際委員会 （ARCIC－1）の

ユ ーカ リス トと奉 仕職 に関 する合意文書 の

特定 の問題点の明示

この文 書 の 中で 、 われ わ れ は、国際 委 員会 『最 終報 告 』 （1982） に

対す る1991年 の聖座 の 回答 で 出 され た、ユ ー一カ リス トと叙 任 によ る奉

仕 職 にかか わ るい くつ かの疑 念 （CTSDO609） に答 え よ うと思 う。 あ

の 回答 の 中で言 われ て い る こと一 「これ が さ らに研 究 を深 め る刺激 と

して役 立つ 」 もの とな り得 る こ とが 、われ われ に勇 気 を与 え るので あ

る。

委 員会 が 出発点 と したの は、 ロ ーマ ・カ トリック教 会 の二 つの公 式

声 明で あ った。 その一 つ は第2バ チ カ ン公会議 開会 の ときの教 皇 ヨハ ・

ネ23世 の訓 話 で あ る。教 皇 は こ う語 って い る ： 「信仰 の遺産 となって

い る古 来 の教 えの実 質 と、 それ を表示 す る方法 とは同 じで はない」1。

い ま一 つ は 『エ キ ュメニ ズ ム教 令』 の17節 で あって 、東方 と西 方 につ

い て語 る中 に次 の言 葉 が あ る ： 「… … 啓 示 され た秘 義 の あ る面 が 、

と きには一 方 よ り も他方 に よ って よ り適切 に理 解 され 、 よ り明 らか に

説 明 され る … … した が って この よ うな と きに は、 それ らの種 々の 神

学 的表 現形 式 は、 しば しば互 い に対立 す るよ りもむ しろ補足 し合 う と

言 うべ きで あ る」。 この考 えは 『カ トリック教 会の カテ キズム』 （1992）

で も是 認 され た。教 会 は 「文 化 、社会 、人 間 が さま ざまに異 な る とこ

ろで も根 を下 ろす が、 その と き、世界 の それ ぞれ の場所 で、外 的 に は

異 な った表現 と表 情 を身 に着 け る。 それ ぞれの地域 の教会 に 固有 の外

的規 制 、典礼 の儀 式 、神 学 と霊性 の遺産 の豊 かな多様性 は、 それ ぞれ

の 間で調 和 を保 ち、 よ りは っ き りと、一 致 を崩 さない教 会 の公 同性 を

示 して い る」。 ユ ー カ リス トと奉 仕 職 の検 討 を進 め る うち に、 われ わ

注1． この引 用 は教 皇 ヨハ ネ23世 の イタ リア語 テ キス トに よる。翻訳 され た公式

の ラテ ン語 テ キス トで は こ うな って い る。 「とい うの は、信仰 の遺 産 、あ るい

はわ れわれ の尊 い教理 に含 まれ てい る諸真理 と、それ らが表現 され る方 法 とは

同 じでは ない。 しか し、同 じ意義 、 また同 じ意味 で表現 され て いるの で あ る。」
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れ は表 現 と実 践 の 多様 性 の奥 に深 い調 和 が潜 ん で い るの を見 い だ し

た。 この調 和 は、真理 の ある要素 が一 つ の伝統 の 中で他 よ りも強 調 さ

れ る ときに崩 れ る もので は ない。 ほかの伝統 の 中で も、 だか らとい っ

て 、 その要 素 が否 定 され るの で はない。後 で 明 らか にす る よ うに 、 ま

さに これ がユ ーカ リス トの崇敬 の場合 で あ る。

ユ ー カ リス ト

『最終 報 告 』 に対 す る聖 座 の回答 は、ユ ーカ リス トの教 理 につ いて

の 声 明の主 旨は承 認 しなが ら、次 の諸点 の説 明 を求 めてい る ：

a） ユ ー カ リス トの 記念 と、 これ が秘 跡 的 に臨 在 させ る一 度 き りの カ

ル ヴァ リの犠牲 との本 質的 なつ なが り。

b） 「ユ ー カ リス トの犠 牲 には あが ない とな るとい う本性 が あ り、死者

に も有効 で ある こ と」。 その 回答 は 「カ トリックに とって は、教 会全

体 とい う場合 、死 者 も含 まれ てい な けれ ば な らな い」 こと を強調 す

る。聖 公 会 が これ と見解 を と もにす る とい う保 証 が欲 しい よ うに思

われ る。

c） 「パ ンとぶ ど う酒 の形色 の もとに、 これ らの地 上 的 な リア リテ ィが、

キ リス トの か らだ と血 、霊魂 と神 性 の リア リテ ィに変 化 す る と き」、

キ リス トが サ ク ラメ ン ト的 に、 また実 質 的 に確 か に臨在 して い ると

い うこ と。

d） 保 存 され てい るサ ク ラメ ン トの うちの キ リス トの崇拝 。

聖 座 の回答 は、当委 員会 の人 々 が 「明 らか に歴 史の 中で の犠 牲 の繰

り返 しで はない と した上 で、ユ ー カ リス トはサ ク ラメ ン トの意味 で の

犠 牲 で あ る こと」 を ともに認 め るこ とがで きたの で 、カ トリック教 会

は喜 んで い ると述 べて い る。 当委員 会 の考 えで は、キ リス トの歴 史の

中で た だ一 度 だ けの犠 牲 に効果 的 に近づ くこ とがで き るよ うに、 これ

を臨在 させ るとい うことは、必 ず しもその繰 り返 しを伴 うとい うこ と

で はない 。 この ことに照 らして 当委 員会 は、ユ ー カ リス トは真 に犠牲

で あ る、 しか しサ ク ラメ ン トの様態 においてで ある と信 じることは、
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わ れ われ 両教 会 の ユ ーカ リス トの信仰 の一 部で あ る と断言 す る。 「ユ

ー カ リス トの教理 」 の 「解 明」5で 表 明 した よ うに
、 「ただ一度 行 われ

永久 に有 効 な救 いの で きご とが聖霊 の働 きに よって現在 効果 を もた ら

す とい う、サ ク ラメ ン トの現実 に対 す る伝 統 的理解 が、 アナ ムネ シス

とい う言 葉 で よ く表 現 され てい ると本委 員会 は考 えて い る。本 委員 会

はアナ ムネ シス とい う語 を この よ うな意味 で用 いてい る。この意味 は 、

この 用語 の セム族 的背 景 を十 分 に生 か して い る と思 われ る。 さ らに 、

この言葉 に よって、 われ われ はサ ク ラメ ン トが現実 的 な もの で あ る と

い う強 い確 信 を表 し、 サ ク ラメ ン トを単 な る象 徴 とみ なす考 え方 を斥

け るこ とがで きるので あ る」。

われ われ が カル ヴ ァ リでの キ リス トの死 を犠 牲 と して語 る とき、 キ

リス トの 自己奉献 の本 質 を説 明す る助 け とな る用語 、 あの 自己奉献 の

意義 のす べ て を言 い尽 く して はいな い一 つの 用語 を用 いて い るの で あ

る。 しか しな が らこの用語 は、 キ リス トの死 の持つ 独 自の あが ない と

しての性格 と固 く結 ばれ 、 キ リス ト教の伝 統 に とって の規 範 を表す も

の とな った。 この あが ないの犠 牲 とい う考 え方 は、聖 公会 の諸 教会 の

古 典 的 なユ ー カ リス トの典 礼 で は はっ き りと強 調 され てお り （た と え

ば 、英 国聖公会 祈祷書 ，1662）、そ こで はSursumCordaの 直前 の言 葉 ｛こ、

つ ね に1ヨ ハ ネ2：1，2「た と え罪 を犯 して も、御父 の もとに弁 護者 、正

しい方 、 イエ ス ・キ リス トが お られ ます 。 この方 こそ 、私 たちの罪 を

償 うい けにえ （新 共 同訳 に よる。英 文 はthepropitiationforoursins一 私

た ちの罪 の あが ない） です」 が含 まれて い る。 そ して聖別 の言 葉 が始

まる ：

「私 た ちの 天 の父 、全 能 の神 よ、 あなた は 、 ご 自分 の優 しい憐 れ み か

ら、私 た ち をあが な うため に 、十 字架 の上 で亡 くな られ たひ と り子 イ

エ ス ・キ リス トを与 え られ ま した。 キ リス トはそ こで （ただ一度 お捧

げに な った ご 自身で あ るた だ一つ の ご自分 の供 え物 に よって）全世 界

の罪 の ため に 、欠 け る とこ ろの ない完全 で十 分 な犠牲 、供 え物 、 また

償 い とな さい ま した ；そ して 、 ご 自分 が再 び来 られ る まで続 く、 ご自

分 の貴 重 な死 の記念 をはっ き りとお定 め にな り、 ご自分 の聖 な る福 音

の 中で、私 た ちが続 けて行 くよ うお命 じにな りま した ・… 。」
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同 じよ うに、 ユ ー カ リス トの あがな いの面 は 『最終 報 告』 で も明確

で あって、 ユ ー カ リス トを通 し 「十字 架上 の キ リス トの償 いの働 きは

告 知 され 、効果 を もた らす もの」 とな り、教 会 は 「教 会全体 の ため に、

彼 の受難 の恩典 を懇願」 し続 け るの で あ る。 これ は、 ま さに聖 公会 典

礼 の 中の ユ ー カ リス トの行 いの核 心部 分 にお いて 、古 典 において も現

代 の典礼 において も肯定 されて い る ことで あ る （た とえば 、英 国聖 公

会 祈祷書 ，1662） ：

「お お 、主 、天 の父 よ、主 の深 い憐 れ み に よ って 、 し もべ らの この 感

謝 賛美 の い けに えをお受 け下 さるよ う伏 して お願 いい た します。 ど う

かみ 子 イエ ス ・キ リス トの い さお と死 に よ り、 またその御 血 を信 じる

こ とを通 して、わ た した ちお よび あなたの全 公会 の すべ て に罪 の赦 し

を与 え、 そ して、 み子 の苦 しみ によ りもろ もろのめ ぐみ を与 えて くだ

さい 。」2。

「あな たの全 公会 のす べて」 は、 その前 に あるニ ケ ア信 条の対応 す

る箇 条 、 「私 は唯 一 の 、聖 、公 、 また使徒 の教 会 を信 じ ・… 死 者

の復 活 と来 た るべ き世 の いの ち を信 じます」 に照 ら して理 解 しな けれ

ば な らな い。 この理 由で 、世 を去 った信 者 の 記念 は 、過 去 と現 在 の聖

公 会 の ユ ー カ リス トの 中 で 、取 り成 しの 一 部 で あ り続 けた の で あ る （英

国 教 会 のAltemativeServiceBook，1980，328頁 以 下 、834頁 以 下 、936

頁 以 下 に あ る、 葬 送 式 と世 を去 っ た信 者 の 記 念 で の ユ ー カ リス トの た

注2． ユ ーカ リス トと結 びつ い たあが ない とい う言葉 の使 用例 は、17世 紀 の ジェ
・レ ミー ・テ ー ラーの著 作 に認 め られ る

。 「この犠 牲 の執 行 は、 それ が最初 に意

図 され た あ らゆ る 目的 に等 しく適 った固有 の犠牲 と させ る手 段 で あ る とい う

こ とが それ に続 いて生 ず る。 それ は聖職 に よ って 行 われ るの で、有 効 な もの

と され るあが な いの手 段 で ある。 す なわ ち それ はユ ー カ リス ト的 で あ り、 し
た が って畏敬 と賛 美 の行 為 で あ り、 かつ また今 行 われ る有 効 な もの とされ る

犠 牲 の恩 恵 のす べ て を求 め、か つ われ わ れ と全教 会 の た め に受 け る ことに な

るの で あ る。す なわ ち 、 この礼 拝 はキ リス トの犠 牲 の 記念 で あ り聖 職 に よ っ

て執行 され るの で、神 を讃 え、赦 しや祝 福 また必 要 なす べ てが 与 え られ る こ

とを祈願 す るよ う定 め られ てい るので あ る。」 （DiscourseXIX ，4）
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めの典礼 面 の取 り扱 い も参 照）。

聖座 の回答 は、キ リス トの臨 在 につ いての われ われの合 意 を喜 んで

認 めて い る ： 「ユ ー カ リス トの祈 りを唱 え る前 には 、 『これ は何 か 』

とい う質 問 に対 し、信 仰者 は 『これ はパ ンで あ る』 と答 える。ユ ー カ

リス トの祈 りが唱 え られ た あとで は、同 じ質 問 に対 し信仰者 は 『これ

は真 実 にキ リス トの体 、生命 のパ ンで ある と答 えるので ある」。 （ユ ー

カ リス トの教 理 解 明6）。 回答 は また 「ユ ー カ リス トが 『（ご 自分 の ）

教会 に対 す る主 ご自身 の真実 の賜物 』（ユ ー カ リス トの教 理8） で あ り、

またパ ンとぶ ど う酒 がキ リス トの か らだ と血 に 『な る』 （ユ ー カ リス

トの教 理 解 明6） とい う断言 は、確 か にカ トリック信 仰 の線 に則 して

解 釈 で きる」 こ とを認 め てい る。回答 が求 めて い るの はただ 、臨在 の

仕 方 につ い て何 の あい まい さも残 らない よ うに、何 らかの 明示 をす る

とい うこ とで あった 。回答 は、パ ンとぶ ど う酒 とい う地 上 的 な現 実 が

「キ リス トの か らだ と血 、霊魂 と神性 とい う現実 」 に変 わ る こ とを問

題 と して い る。委 員会 は準 備 の段 階 で 、 カ トリック教 会 の カテキズ ム

（1992） （No．1376）で も繰 り返 して い る トリエ ン ト公会 議 の定義 （DS

1642，1652） を慎 重 に検 討 した。 トリエ ン トの公会 議 は、 キ リス トの霊

魂 と神性 が、 その か らだ と血 とと もにユ ーカ リス トの 中 に臨在 して い

る と述 べて はい るが、地 上 のパ ン とぶ ど う酒 の現実 がキ リス トの霊 魂

と神性 に変 換 す るこ とにつ いて は語 って はいない （DS1651） 。霊魂 の

臨在 は自然 に伴 うこ とで あ り、神性 は位 格 的結合 の力 による。回答 は、

キ リス トの 「実体 的 な」 臨 在 につ いて語 り、 これ を素 材 （パ ン とぶ ど

う酒 ）の 中で の実体 的 な変化 の結 果 と して い る。委 員会 は、実 体変 化

につ い ての脚 注 に よ って 、 「神 がユ ーカ リス トの 中で働 き、素材 の 内

的現 実 に変 化 を起 こ し」 ・… ・・また、神秘 的 な、根 本 的 な変 化 が起 こ

る とい う信 仰 を、何 ら無 視 して い な い こ とを明 らか に したの で あ る。

パ ウロ6世 は 『ミス テ リウ ム フ ィデ イ』 （AAS57，1965） の 中で、実 体

変 化 が表 そ うと して い る こと を保 ち、反 映 して い るか ぎ り、新 しい言

葉 が用 い られ た と して も この変化 を表現 す る 目新 しい道 が認 め られ る

こ とを否定 しなかっ た。これ がわれ われ の取 り上 げ方法 で あった。『最

終 報告 』 は い ろい ろな箇 所 で 、パ ンとぶ ど う酒 の 中に生 きて い るキ リ

ス トが真 に、また現 実 に臨 在 して い る と信 じて い る ことを示唆 して い
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る。実 体 変 化 とい う言 葉 は脚 注 の 中 に しか現 れ な い が、 『最終 報 告 』

は 、 トリエ ン ト公会 議 が、 その討議 か ら明 らか で あ る通 り、 明 らか に

この用語 を用 いて意図 して いた こと を、表現 しよ うと望 ん だ。

祝福 され たサ ク ラメ ン ト （聖 体） の保存 は、病 人 、臨終 の人 、不在

の 人 の拝領 （陪餐 ） の ため に、われ われ の両 教会 で行 われ て い る。 回

答 が表 明 して い る ことで 、聖公 会 とローマ ・カ トリ ック教会 の 間 には

キ リス トのサ ク ラメ ン ト的臨在 の礼 拝 に関す る真 の合 意 が見 られ ない

の で は ないか とい う危 惧 は、慎 重 に分析 す る必要 が あ る。東 方 と西 方

の教 会 の場合 に も見 られ るよ うに、慣 習 の相 違 は必 ず しも教理 の相 違

を意 味 しない。 問題 はサ クラメ ン トの保存 に あるので は な く、 これ と

結 ばれ た信 心 、12世 紀 以降西 方教 会 でユ ー カ リス トの典 礼 の枠 外 で発

達 した信 心 にあ る。今 日まで こ う した信 心 は東方 教 会 で は行 われ て は

い な い。 ま さに同様 に、教会 の最初 の千年 間 に も行 われ て い なか った

の で あ る。 しか しなが ら、キ リス トの臨在 に関す る信 仰 は東方 も西 方

も同 じで あ った し、今 も同 じま まで ある。明 らか な こ とだ が、信 仰 と

慣 習 との 区 別 が特 に こ こに当 て は ま る。 わ れ われ は 、 あ る聖 公会 の

人 々が 、サ クラメ ン トの真 の 目的 をあい まい に しない か と心配 し、 こ

う した信 心 の慣 習 に 問題 を感 じて い る とい う事 実 を認 め る。 しか し、

「われ わ れ がユ ー カ リス トの 中で礼 拝 す るキ リス トは、父 な る神 に栄

光 を帰 した も うキ リス トなので あ る」 （ユ ーカ リス トの教 理 解 明8） と

い う力強 い断言 は、 あの文書 の著者 た ちの頭 には、 キ リス トの臨 在 を

否 定 す る気 持 ち な どあ るはず はない こと、 しか もキ リス トの サ ク ラメ

ン ト的臨在 の礼 拝 と結 びっ い た信心 の慣 習 に賛成 をた め ら う人 々 にす

らない ことを、明 らか に示 して い る。 サ ク ラメ ン トの保 存 の ための配

慮 は、司牧 の状 況 に したが って聖公会 の内部 で も見 られ る。た とえば 、

英 国聖公会 で は、教区主教 の権限 で規 制 されて い る。

1662年 の 『英 国聖 公会 祈祷 書 』 は、聖別 されたパ ンとぶ ど う酒 は恭

し く扱 わ な けれ ば な らない とす る、聖 公会 の歴 史 が示 す 教 えを権威 を

もって表現 して い る。陪餐 （拝 領）の後 、儀式規 定 は、司式者 が 「主 の

食卓 に戻 り、恭 しく、聖 別 され たパ ンとぶ ど う酒 の残 りをその上 に置
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き、汚 れ の な い麻 布 で覆 う」 と指 示 して い る。 注記 は さ らに 「司祭

は … 祝福 の直 後 、恭 しく、 これ を食 べ 、 また飲 み干 す」 と述べ て

い る。 こ うした畏敬 の 念 は聖公 会 の態 度 と して定着 してお り、聖 な る

陪餐 （聖 体拝領 ）制定 の感謝 の 日 （聖木曜 日）の特祷 も次 のよ うに祈 っ
’て い る ：

「永 遠 にい ます全 能 の父 よ、 この尊 い聖奥 の うちに、 み子 イエ ス ・キ

リス トの受難 の記念 を残 され た こ とを、感謝 します。 ど うか キ リス ト

の体 と血 の聖 な る奥義 を畏 れ敬 い、あが ないの実 を自 らの うち に悟 り、

生活 の 中 に現 す こ とがで きます よ うに。父 と聖霊 とと もに一 体 で あ っ

て世 々 に生 きて支配 して お られ るみ子 イエ ス ・キ リス トに よって お願

いい た します。」3

奉仕職と聖職叙任

聖 座 の回答 は、奉仕 職 と聖職 叙任 に関 して 「意 義深 い合意 」 が得 ら

れ た ことを認 めて い る。 これ に励 ま され て、われ われ はそ こで求 め ら

れ た解 明 を しよ うと思 う。

叙任 に よ る奉 仕職 につ い て、回答 は、国際委 員会 に対 して 、次 の断

言 をよ り明確 に説 明す る よ う求 めてい る。

a） 有効 に叙 任 され た司祭 だ けが、「キ リス トの名代 と して」振 る舞 い、
ユ ー カ リス トの 中で 、 「キ リス トの あが ないの犠 牲 をサ クラメ ン ト的

に」 さ さげ る奉仕 者 とな り得 る。

b） 新 しい契 約 の祭 司職 を付 与 す る聖 職 位 の サ ク ラメ ン トの 制定 は 、

キ リス トに由来 す る。 それ ぞれ の聖職 位 は 「単 に教 会 が制 定 した も

の」 で はない。

c） 「司祭叙任 の刻 印 ［character］は、キ リス トの祭 司職 にかた ど られて い

注3．AlternativeSerViceBook，1980，929頁 参 照 。

訳 文 は 日本 の 現 行 祈 祷 書 （1990年 ） 聖 木 曜 日特 祷 （214頁 ） よ り
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る こ とを意味 す る。」

d） 司教 （主教 ）職 の継 承 と使徒 の教 えが 中断す る ことな く続 いて い

る ことは、お互 いに原 因結果 の関係 に ある よ うな使徒継 承 。

国際 委員 会 の合 意 に とって 、決定 的 に重 要 なの は、叙 任 によ る奉仕

職 が教会 の本質 的要素 で あ り、司教 （主教 ） によ って叙 任 され た司祭

だ けがユ ー カ リス トを司式 す る とい うこ とで あ る （奉仕 職 と聖職叙 任

解 明2） 。 『最終 報告 』 は一 度 な らず 、ユ ーカ リス トの執行 が、 （上 記 の

よ うに） た だ一度 だ け行 われ た十字 架上 の キ リス トの御父へ の 自己奉

献 の 、サ ク ラメ ン ト的 な記 念 で あ る と述 べ てい る。ユ ーカ リス ト的記

念 の執行 にお いて 、キ リス トの 自己奉 献 が現 前 され る。 キ リス トの名

にお いて祭儀 を司式 す るの は、叙任 によ る奉仕 者 で あ り、 これ を囲 ん

で集 う共 同体 は この 自己奉献 の交 わ りに入 る。制定 の次 第 を語 るこ と

に よ り、 また賜 物 と、 これ を通 して信 者 が変 化 され るた め に聖霊 を遣

わ され るよ う、御 父 に祈 る ことによ り、 また聖 な る もの と され た これ

らの賜物 を集 まった人 々 に配 る ことによ って 、司式 す る・奉仕者 は、 キ

リス トご自身 が最 後 の晩餐 で な さった こと と、特別 の サ ク ラメ ン トに

よ る関係 に立 ち、十 字架上 の主の あが ないの犠 牲 を指 し示 すので ある。

集 まった人 々 とと もに、 しか し特 に 自分 に与 え られ た教 会 での役割 を

遂 行 す る ことに よって 、司式 す る者 はキ リス トの サ ク ラメ ン トと して

の 自己奉 献 に奉 仕す る。

回答 が詳述 し完 全 な もの とす る こ とを求 めて い るの は、 ま さに今 、

われ われ が確 認 して 明示 した 、キ リス トご自身 が聖 職叙任 のサ ク ラメ

ン トを制 定 した とい う 『最終 報告 』 の その部 分 につ いてで あ る。聖 職

叙 任 によ る奉 仕者 たち に関 して 『最 終報 告 』 は こ う述べ て い る ； 「彼

らの召命 がキ リス トか らの もので あ るだ けで はな く、 この よ うな奉 仕

職 を遂行 す る資格 も」 （奉 仕職 と聖職叙任14） 、教会 の 中で、教会 を通

じて受 け た 「聖 霊 の賜 物 で あ る」 （同 前 ）。 この よ うに して かれ らは、

使 徒 た ちがキ リス トか ら直接委 託 され た ことを遂行 す る。復活 の のち、

聖 霊 は使徒 た ちの グル ープ に、かれ らが委託 され た ことを遂行 す るた

め に必要 な もの を与 えた。 かれ らは順 次主 に導 かれ て 、協 力者 と後継
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者 を選 んだ。 この 人 々 は按 手 を通 して 、教 会 の奉仕職 の た めの 同 じ賜

物 を賦 与 され るので あ る。

こ う して サ クラメ ン トと して の奉 仕職 は、神 が進 ん で意 図 した何 も

のかで あ り、 イエ ス ・キ リス トの意 志 と制定 に由来す る。 この ことは、

必 ず しもキ リス トが地 上 の生 涯 の あ る時期 に直接 、間接 に何 か を され

た とい うこ とを意味 しない 。 キ リス トが語 り、行 われ た と して記 録 さ

れて い るこ とと、その 内 に秘 め られ た意 図、復活 された後 、主 の言 葉

の うちに、 あ るい は初期 の共 同体 を導 いた聖霊 を通 して 見 え る形 を と

る までは内 に秘 め られて いた意図 との間 に、区別 を設 ける必要 が あ る。

「私 は、 あなた がた とい た と きに、 これ らの ことを話 した。 しか し、

弁護 者 、す な わち、父 が私 の 名 に よって お遣 わ しに な る聖 霊 が 、 あな

たが た にすべ ての こと を教 え、私 が話 した こと をこ とご とく思 い出 ざ

せ て くだ さる」 （ヨハ ネ14：25，26）。

『最終 報告 』には、聖 公会 の公式文 書 （例 えば英 国教会 の教 会法 ，c．1．2）

の うち に見 いだ され るサ ク ラメ ン トに よ る 「刻印」 ［character］とい う

概 念 を排除 す る意 図 はな い。委 員会 は、時 と して誤 って解釈 され た用

語 を用 い る ことな しに、 その理 念 を保 持 す るほ うが、 よ り建 設 的で あ

る と信 じたの で あ る。 『最終 報 告 』 は 、霊 の印 と、奉仕 者 たち の賜 物

と神 か らの 召命 が取 り消 し得 ない もので あ る こと とを強 調 して い る。

これ が、 ア ウグスチ ヌスが語 り、 トリエ ン トの公会議 が取 り上 げ （DS

1767，1774）、 『カ トリ ック教会 の カテキズ ム』 （1992） （1582）が教 え る

「刻 印」 の意 味 で ある。 こ う して 『最終報 告』 は言 う ：

「このサクラメン トの行為において、神の賜物は奉仕職にある者に授

与 されるが、そこには彼 らの働 きと聖化のための神のめぐみの約束が

伴っている。キリス トの奉仕職は彼 ら自身の奉仕職のための原型とし

て提示 され、また聖霊は自ら選び聖別 した人びとに刻印をしるすので

ある。キ リス トが教会をご自身と不可分に結び合わせ、また神がすべ

ての信仰者を生涯にわたる弟子 として召 しておられるのと全 く同様

に、奉仕職にある者に対する神の賜物と召命は取 り消すことのできな
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い もので あ る。 この理 由で 、われ われ両 教会 いずれ において も、聖 職

叙任 は反復 して行 うことがで きないの で ある」（奉仕 職 と聖職叙任15） 。

聖 公会 と ローマ ・カ トリックは、使 徒伝 承 にお け る諸教 会 の交 わ り

が 、今 日存在 す るす べて の教会 だけで は な く、最初 の使 徒 的共 同体 に

さかの ぼ るすべ ての過 去 の教会 も含 む とい うこ とに同意す る。 この交

わ りは使 徒 の信仰 と使 命 か ら生 まれ た もので あ るが 、 これ よ りもは る

か に多 くの もの を含 んで い る。 教会 の サ ク ラメ ン トと して の性格 は 、

サ ク ラメ ン トに よ る連続 性 、 と くにユ ー カ リス トの うち に表 わ され 、

司教 （主 教 ） との交 わ りの うちに具体 化す る連 続性 を求 めて い る ：

「時空 の拡 が りの なかで 、使 命 と信仰 と聖 性 におい て一 つ の交 わ り

に あ るこ とは監 督 （司教 ・主 教 ） に よ って この よ うに象 徴 され 、保持

され てい る」 （奉 仕職 と聖職叙任16） 。

司教 （主 教）の奉仕職 の第一 の機 能 は、信仰 と教 えと使 命 にお いて 、

使 徒 の教 会 との地方教 会 の連続 性 を守 る ことで ある。 こう して 、各 々

の 司教 （主 教）聖 職叙任 は、現代 の司教 （主 教）た ちを使徒 の奉仕職 に繋

いで い く継 承の線 の一部 なので ある。われ われ は、ま さに これ が 『教会

憲 章 』 が表現 しよ うと望 んだ と ころで あ ると信 じる ：

「伝承の証言によれば、初めの時から教会の中で実行 されてきたこれ

ら種々の役務 （奉仕職）の中で第一位を占めるのは、起源からの継承

によって続いている使徒の種からのぶどうつるを持つ司教 （主教）職に

立て られた人々の任務である。このように聖 イレネウスが証言 してい

るとおり、使徒たちから司教 （主教）に任命 された人々、およびわれわ

れの時代に至るまでのかれらの後継者を通 して、使徒的伝承が全世界

に表 され、守られている」 （『教会憲章』20）4。

委員会は、その関心は叙任による奉仕職の起源と本質であって、誰

が叙任 され得 るか、され得ないかという問題ではなかったと言明した

（奉仕職 と聖職叙任 解明5）。 しかし、回答は、女性の叙任が、『最終

報告』が到達 したと考 えている奉仕職 と聖職叙任についての実質的合

注4． ラテ ン語原 文
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意を蝕んでいるとする。われわれは奉仕職そのものの問題よりもはる

かに大きい課題に直面 しているのである。それは、伝承 とのかかわ り

で、教会論と権威に重大な問題 を提起 している。それは第2次 国際委

員会が検討を委託 された課題の一部でもあるのである。

［1993年9月 ］
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教皇庁キリス ト教一致推進評議会

バチカン市国1995年3月11日

ProtN．1278／94／e

第2次 国 際 委 員 会 共 同 議 長

バ ー ミンガムの主教

マ ー ク サ ンター主教様

ア ラ ンデル ・ア ン ド ・とブ ライ トンの司教

コ ロマ ック マ ーフ ィー ・オ コ ンナー司教様

昨 年9月4日 、 あ なたが たは、 その ころベニ スで 開かれ た第2次 国際

委 員会 の 会議 で検 討 され 、承 認 され た、 『ユ ー カ リス トと奉 仕 職 に関

す る特定 の問題 点 の明示 』 を含 む文書 を私 に送 って くだ さい ま した。

この文 書 は聖座 の関係 省庁 の検討 に付 され 、 これ を終 え ま した。 い

ま私 は、 この明示 が、第1次 国際委 員会 の 『最終 報告 』 にあ る、再検

討 を求 め られて いたユ ーカ リス トと奉仕 職 に関す る諸 問題 に、 ま さに

新 しい光 を投 じた と、は っ き り申 し上 げる ことがで きます 。

それ ゆ え、教 皇庁 キ リス ト教 一致 推進 評議 会 は、第2次 国際 委 員会

の委 員の 方 々お よび第1次 国際 委 員会 の委員 の 中で この明示 を準備 し

て くだ さった方 々 に深 く感 謝 してお ります 。第1次 国際委 員会 がユ ー

カ リス トと奉仕 職 につ いて到達 した合意 は、こ うして大 いに強 化 され、

現 時点 で は これ 以上の研 究 は必要 と しない と思 われ ます。

これ に関連 して 、 ただ一つ の点 につ い て ご注意 を促 す べ きか と存 じ

ます 。 それ は尊 い サ ク ラ メ ン トの保存 に関 す る問題 で 、特 に 『明示 』

の6頁 に あ る正教 会 （お よび東 方典 礼 の カ トリック教 会 ）の慣行 と聖 公

会 の それ とを比 較 して い る とこ ろです 。正教 会 と東方 典礼 の カ トリッ

クは、尊 い サ ク ラメ ン トの保存 につ いて 、極 めて は っ き りと した同一

形 式 の慣 行 を持 ってい ます 。保存 され て い るサ ク ラメ ン トに関連す る
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信 心 につ い て は相 違 が あ るのです が 、保 存 され てい るサ ク ラメ ン トの

礼拝 は、正教 会 とギ リシ ャの カ トリックの いずれ に とって も、 当然 の

ことと されて い ます 。 あの 『明示』 は、 この こ とが聖 公会 で は、・例 外

な しに同 じ形 を とって い る と言 うこ とがで きる とい うことを、 は っ き

り させ て い るよ うに は思 えませ ん 。実 際 『明示 』 は、 「サ ク ラメ ン ト

の保存 のた めの措置 は 、聖 公会 の 内部 で、司牧 上 の状況 に応 じる形 で

見 いだ され る」、 また 、「た とえば 、英 国聖 公会 で は、教 区主 教 の権限

で規 制 され てい る」 と述 べ て い ます。 『最終報 告 』 に対 す る聖 座 の 回

答 が関心 を示 したの は、保 存 され てい るサ ク ラメ ン トで の キ リス トの

臨在 と結 びつ く信心 の問題 につ い てで は な く、保 存 その もの お よび保

存 され たサ ク ラメ ン トに対 す る姿 勢 につ いて の さま ざまな聖 公 会 の慣

行 が何 を意 味す るか につ いてで した。

第1次 国際委 員会 は、取 り扱 ったテ ーマ につ い て、現 在 まで に特記

すべ き合 意 に到 達 しま した。 この合意 の意 義 と重 要性 は、ひ とえに第

2次 国際委 員会 の作 業 が進 む ことに よって、完全 に明 らか にな るで し

ょう。 この こ とは、特 に教会 にお け る権威 を取 り扱 って い る第1次 国

際 委員 会 の 『最終 報 告 』の第 三部 に関連 した未解 決の 問題 の検討 につ

いて言 え るの で はな いで しょうか。 です か ら第2次 国際 委員 会 は、 で

きるだけ早 くこの問題 に取 り組 むべ きで はないか と思い ます。

高 い評価 と、わ た し個 人の心 を こめた あい さつ の しる しと して、

主 にあ って心 か らあなた がたの もの で ある

（一 署 名 一）

エ ドワ ー ド ・イ ドリス ・キ ャ シ デ ィ 枢 機 卿

議 長
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